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＜調査概要＞ 

１ 目的 

   市内医療機関における在宅医療の提供状況等を把握し、在宅医療推進におけ

る課題の抽出及び対策の方向性等を検討していく基礎資料とするものです。 

 

２ 対象 

  市内医療機関 313 医療機関 
  （医師会所属の診療所・病院 302 件、医師会未加入の在宅療養支援診療所 11 件） 

 

３ 回収状況 

    回収数：78 医療機関    回収率：24.9％ 

 

４ 調査時期及び調査方法 

  初回：令和４年 11 月 21 日（月）～12 月 9 日（金）  

  再送：令和４年 12 月 14 日（水）～12 月 23 日（金）  

   

  医師会所属の診療所・病院 ：医師会よりメールにて送付 

  医師会未加入の在宅療養支援診療所：保健所より郵送にて送付 

 

５ その他 

平成 27 年度の実態調査は、吹田市医師会会員で在宅医療を実施しているまた

は、取り組む予定であると回答した 100 医療機関を対象としており、今回の調査と

対象等が異なるため、同じ設問項目については参考値として表記している。 

資料２ 
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１ 在宅医療への対応状況 

（１）訪問診療や往診の実施状況   

  ｎ＝78 

実施している 39 

実施していない 39 

 

 

 

 

 

・回答があった 78 医療機関中、在宅医療を実施している医療機関が 39 施設、実施していな

い医療機関が 39 施設であった。実施している医療機関のうち、６割が在宅療養支援診療

所・病院で、一般診療所は４割であった。 

・また、医師会への加入別でみると、39 施設中５施設、１割が医師会未加入の医療機関であ

った。 

 

（２）在宅医療をはじめたきっかけ（複数回答可）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在宅医療をはじめたきっかけについて、「患者・家族からの要望があったから」が在支診、

一般診療所ともに高かった。次いで「高齢化に伴い、在宅医に対するニーズが高まってい

るから」「在宅医療の分野に魅力を感じたから」の順に回答が多く、それらは在支診の方が

多く回答しており、一般診療所の回答に差が出ている。 

 

 

＜在宅医療を対応している医療機関の内訳＞ 

一般診…一般診療所 

在支診…在宅療養支援診療所 

在支病…在宅療養支援病院 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

41.0%
56.4%

2.6%

一般診 在支診

在支病
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その他

経営の観点から、在宅医療に参入した

在宅医療の分野に魅力を感じたから

高齢化に伴い、在宅医療に対するニーズが高

まっているから

かかりつけ医として診ていた患者・家族から要

望があったから

在支病

在支診

一般診

（再掲）医師会加入別

会員 未加入

一般診 16 0

在支診 17 5

在支病 1 0
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（３）在宅医療を実施してない理由（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在宅医療を実施していない医療機関において、在宅医療を実施していない理由については、

「外来医療で手一杯で余裕がない」と回答した医療機関が最も多く、次に「夜間・休日の

対応に不安がある」「医師への負担が大きい」との回答が多かった。 

 

 

（４）今後の在宅医療への意向 

 

 

 

 

 

 

 

・在宅医療を行っていない医療機関において、約９割の医療機関が「対応する予定がない」

と回答している。 

 

 

 

 

 

 

対応予定 医療機関数 

関心があり、対応を検討している ４（10.3％） 

対応する予定がない 34（87.1％） 

未記入 １（2.6％） 

関心があり、

対応を検討

10.3%

対応する予定がない

87.1％

未記入

2.6%

ｎ＝39（在宅医療を実施していない医療機関） 

ｎ＝39（在宅医療を実施していない医療機関） 
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必要性を感じないため

採算がとれないため

訪問看護の利用の流れや役割が分からないため

協力し合える他診療所（医師）がいないため

ノウハウがないため

専門的な診療科であるため

医師の負担が大きいため

夜間・休日の対応に不安があるため

外来医療で手一杯で余裕がないため
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２ 在宅医療の提供体制 

※在宅療養支援病院・診療所の施設基準において、施設基準１、２の場合は在宅医療を担当する

常勤医師が３名以上、施設基準３の場合は在宅医療を担当する常勤医師が１名以上配置するこ

とと示されている。 

（１）在宅医療に関わる常勤医師の人数    

 

 

 

 

 

 

 

 

・常勤医師１人体制で対応している医療機関が約８割にのぼる。 

 

 

（２）在宅医療に関わる非常勤医師の人数（定期的に診療を行っている） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・約７割の医療機関が非常勤医師を雇用せず、常勤医師のみで対応している。 

・非常勤医師を雇用している医療機関のほとんどが在支診等である。 

 

 

 

 

 

常勤医師 

の人数 

医療機関数 （内訳） 

在支病 

（内訳） 

在支診 

（内訳） 

一般診 

１ 31（79.5％） 0 16 15 

２ ６（15.3％） 0 ５ １ 

３ １（2.6％） １ ０ ０ 

未記入 １（2.6％） 0 １ ０ 

非常勤医師 

の人数 

医療機関数 （内訳） 

在支診等 

（内訳） 

一般診 

０ 28（71.8％） 13 15 

１ ５（12.8％） ４ １ 

３以上 ５（12.8％） ５ ０ 

未記入 １（2.6％） １ ０ 

医師数 会員 未加入 

０ 26 ２ 

１ ５ 0 

３以上 ２ ３ 

未記入 １ ０ 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

※常勤換算していない 

 

（再掲）医師会加入別 

 

（再掲）医師会加入別

医師数 会員 未加入

1 28 3

2 4 2

3 1 0

未記入 1 0
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３ 在宅医療の実施状況 

（１）訪問診療の実績、往診の実績  

過去１年間の訪問診療（計画的、定期的な訪問診療）の延べ件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去１年間の訪問診療の延べ件数において、100 件以上の医療機関が約５割を占めている。 

・内訳をみると、在支診等では 500 件以上が最も多く、一般診療所では１～49 件が最も多く

なっている。 

・医師会未加入の在支診５施設はすべて 500 件以上であった。 

 

 

  

なし １～49件 50～99件 100～499件 500件以上

0 3 11 3 6 5

1 0 3 1 1 0

３以上 0 0 0 0 5

未記入 0 0 0 1 0

訪問診療件数（年）

非
常
勤
医
師
数

訪問診療の 

延べ件数（年） 

（参考：週換算） 医療 

機関数 

（内訳） 

在支病 

（内訳） 

在支診 

（内訳） 

一般診 

なし  ３ ０ ０ ３ 

１～49 件 週１件未満 14 ０ ３ 11 

50～99 件 週１～２件程度 ４ ０ ３ １ 

100～499 件 週２～10 件程度 ８ 1 ６ １ 

500 件以上 週 10 件以上 10 ０ 10（５） ０ 

なし

7.7%

１～49件未満

50～99件

10.3%

100～499件

500件以上

※（内訳）在支診等の（ ）内の数値は、医師会未加入の在支診の件数を再掲 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

＜参考：平成 27 年度 調査結果＞ 

訪問診療の実施 医療機関数

あり 59（59.0％）

なし 35（35.0％）

今後実施の意向あり ６（6.0％）

35.9％ 

25.6％ 

20.5％ 
46.1% 



7 

 

過去１年間の往診（緊急往診）の延べ件数 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・過去１年間の緊急往診の延べ件数が 10 件未満の医療機関が 35.9％と多い。（前回の調査

では 10 件未満が 51.3％） 

・内訳をみると、在支診では二極化しており、10 件未満、10～29 件や 100 件以上が多い。

また、一般診療所では 10 件未満が最も多くなっている。 

・医師会未加入の全ての在支診において、年間 50 件以上の往診を行っている。 

  

緊急往診の 

延べ件数（年） 

（参考： 

月換算） 

医療 

機関数 

（内訳) 

在支病 

(内訳) 

在支診 

(内訳) 

一般診 

なし  6 ０ ２ ４ 

10 件未満 週１件未満 14 ０ ５ ９ 

10～29 件 月１～２件 7 1 ５ １ 

30～49 件 月２～４件 2 ０ ２ ０ 

50～99 件 月４～８件 2 ０ ２（２） ０ 

100 件以上 月８件以上 8 ０ ６（３） ２ 

緊急往診の延べ件数 医療機関数

なし ９（11.5％）

10件未満 40（51.3％）

10件以上 29（37.2％）

なし

15.4%

10件未満

35.9%
10～29件

17.9%

30～49件

5.1%

50～99件

5.1%

100件以上

20.6％

※（内訳）在支診等の（ ）内の数値は、医師会未加入の在支診の件数を再掲 

ｎ＝78 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

往診の受付 医療機関数

あり 78（78.0％）

なし 21（21.0％）

未記入 １（1.0％）

＜参考：平成 27 年度 調査結果＞ 
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訪問診療において、1 か月間に対応可能な最大の在宅患者数の実人数 

（訪問診療が月２回程度の頻度である安定期の患者を想定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訪問診療において、1 か月間に対応可能な最大の在宅患者数の中央値は 20 人であった。 

・在支診では 51～100 人が最も多く、一般診療所は１～５人が最も多くなっている。 

・医師会未加入の在支診の全ての医療機関において対応可能な最大在宅患者数は 50 人以上

であった。 

  

対応可能件数 

（月） 
医療機関数 

(内訳) 

在支病 

(内訳) 

在支診 

(内訳) 

一般診 

0 ２（5.1％） ０ ０ ２ 

1～5 人 10（25.6％） ０ １ ９ 

6～10 人 ５（12.8％） ０ ３ ２ 

11～25 人 ６（15.4％） １ ３ ２ 

26～50 人 ４（10.3） ０ ３ １ 

51～100 人 ６（15.4％） ０ ６（２） ０ 

101 人以上 ５（12.8％） ０ ５（３） ０ 

未記入 １（2.6％） ０ １ ０ 

2
1

3

1
2

3
2

3

1

5

1

3

1

3

1 1
2

1
2

1

0

2

4

6
（件数） 

（人） 

医
療
機
関
数 

対応可能な最大の在宅患者数の実人数 

※（内訳）在支診等の（ ）内の数値は、医師会未加入の在支診の件数を再掲 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

 
20 
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6.2%

87.0%

6.2%

8.7%

診療時間内対応可能

56.4%

4.3%

6.2%

今後も対応の意向なし18.8%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般診療所

在支診・在支病

在支診・一般診療所別

24時間365日可能 診療日1日は可能 診療時間内は可能

今後、対応の意向あり 今後も対応の意向なし 未記入

（２）24 時間対応への意向（往診・緊急時の連絡） 

往診の対応状況について  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：平成 27 年度 調査結果 ｎ＝100＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応状況 医療機関

数 

(内訳) 

在支診等 

(内訳) 

一般診 

原則 24 時間 365 日対応可能 21 20 １ 

診療日は１日対応可能 ３ ２ １ 

診療時間内は対応可能 10 １ ９ 

今後、対応の意向あり １ ０ １ 

今後も対応の意向なし ３ ０ ３ 

未記入 １ ０ １ 

24時間365日

18.0%

診療日１日5.0%

診療時間内

34.0%

今後、対応の

意向あり

9.0%

意向なし

28.0%

未記入

6.0％

24時間

365日

53.8%
診療日１日

7.7%

診療時間内

25.6%

今後の対応の

意向あり

2.6%

意向なし

7.7%

未記入

2.6%

対応可能 

87.1％ 

対応可能 

57.0％ 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

24 時間 365 日対応 

診療日１日可能 

・往診対応状況について、約５割が「24 時間 365 日対応可能」となっている。 

・「診察日は対応可能」「診察時間内は対応可能」も含めると、約９割の医療機関が往診の対応可能

と回答している。（前回調査では６割弱であった） 

・在支診・在支病の施設基準として 24 時間の往診体制をとることとなっており、在支診等のほと

んどが「24 時間 365 日の対応」を行っている。 

・一方、一般診療所では、「24 時間 365 日対応可能」と回答したのは１割にも満たず、５割強が「診

療時間内は対応可能」と回答。また約２割が「今後も対応の意向なし」と回答。 
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緊急時の連絡を受ける体制について 

 

 

＜参考：平成 27 年度 調査結果 ｎ＝100＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応状況 
医療 

機関数 

(内訳) 

在支診等 

(内訳) 

一般診 

原則 24 時間 365 日 

対応可能 
15 15 ０ 

訪問看護 ST と共同し、原
則 24 時間 365 日対応可能 

９ ７ ２ 

診療日は１日対応可能 １ １ ０ 

診療時間内は対応可能 10 ０ 10 

今後、対応の意向あり ２ ０ ２ 

今後も対応の意向なし １ ０ １ 

未記入 １ ０ １ 

24時間365日

13.0%

訪看と共同

18.0%

診療１日

12.0%
診療時間内

22.0%

今後、対応の意向あり

8.0%

意向なし

25.0%

未記入

2.0%

対応可能 

65.0％ 

24間365日

38.4％

訪看と共同

23.1%
診療日１日

2.6%

診療時間内

25.6%

今後、対応

の意向あり

5.1%

意向なし

2.6%

未記入

2.6%

対応可能 

89.7％ 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

65.2%

12.5%

30.4%

4.4％

診療時間内に対応可能 62.6% 12.5% 6.2% 6.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

一般診療所

在支診・在支病

在支診・一般診療所別

原則24時間365日対応可能 訪問看護STと共同し24時間365日対応可能
診療日は１日対応可能 診療時間内は対応可能
今後、対応の意向あり 今後も対応の意向なし

・「24 時間 365 日対応可能」な医療機関は、「訪問看護ステーションとの共同で 24 時間 365 日可
能」と併せると約６割を占める。 

・「診療日は対応可能」「診療時間内は対応可能」も含めると、９割の医療機関が緊急時の連絡を受
ける体制について対応可能と回答している。（前回調査では 7 割弱であった） 

・在支診・在支病の施設基準として、24 時間連絡を受ける体制を確保することとなっており、在
支診等のほとんどが訪問看護との連携も含め 24 時間 365 日対応可能となっている。 

・一方、一般診療所では、「24 時間 365 日対応可能」な医療機関はなく、「訪問看護との連携で 24
時間 365 日可能」が１割であった。また「診療時間内は対応可能」が６割強と最も多く、「今後、
対応の意向あり」との回答が 1 割であった。 

61.5％ 

24 時間 365 日対応 

訪看と共同で対応 

訪看と共同で対応 

今後、対応の意向あり 



11 

 

（３）看取りへの対応、看取りを行わない理由 

 

在宅での看取りの対応状況について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：平成 27 年度 調査結果 ｎ＝100＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在宅の看取り対応については、「24 時間 365 日対応」と回答したのは４割強であり、その

すべてが在支診であった。一方、「今後も対応の意向なし」との回答が３割弱あり、そのほ

とんどが一般診療所となっており、往診以上にハードルが高い印象。 

・在支診等では、「24 時間 365 日対応可能」が最も多いが、「今後も対応の意向なし」との回

答も若干数みられる。 

・24 時間でなくてもいずれかの時間帯に対応可能な医療機関が約６割であった。（前回調査

では約３割が対応可能と回答） 

 

在宅で看取りを行っていない理由について（複数回答可） 

 

＜その他内訳＞ 

  対応必要な精神科の訪問診療のみ 

実施、小児のみの対応 

 

 

 

 

 

 

・対応する時間の確保ができないという理由が最も多かった。 

 

対応状況 医療 

機関数 

(内訳) 

在支診等 

(内訳) 

一般診 

原則 24 時間 365 日 

対応可能 

17 17 ０ 

診療日は１日対応可能 １ １ ０ 

診療時間内は対応可能 ３ １ ２ 

診療時間外は対応可能 ３ １ ２ 

今後、対応の意向あり ２ ０ ２ 

今後も対応の意向なし 11 ２ ９ 

その他 ２ １ １ 

対応状況 
医療 

機関数 

対応する時間が確保できないため 10 

24 時間対応を求められると思うため ５ 

患者のニーズがないため ４ 

経験が少なく、不安が大きいため ３ 

その他 ２ 

24時間

365日

43.6%

診療日１日

2.6%

診療時間内

7.7%

診療時間外

7.7%

今後、対応

の意向あり

5.1%

意向なし

28.2%

その他

5.1%

24時間365日

20.0%
診療日夜間

も対応6.0%

診療時間内

6.0%

今後、対応の意向あり

7.0%

意向なし

45.0%

未記入

16.0%

対応可能 

61.6％ 
ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

＜その他内訳＞ 

かかりつけ患者のみ要相談 

診療科目として不適応 

 

対応 
可能 
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（４）ACP の実施状況 

 

ACP の認知度について 

 

ACP 認知度 全体 

ｎ＝78 

在宅医療 

未実施 

ｎ＝39 

在宅医療 

実施 

ｎ＝39 

（内訳） 

在支診・在支病 

ｎ＝23 

（内訳） 

一般診療所 

ｎ＝16 

知っている 51（65.4%） 21（53.8%） 30（76.9%） 21（91.3%） 9（56.2%） 

知らない 27（34.6%） 18（46.2%） 9（23.1%） 2（8.7%） 7（43.8%） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ACP について、在宅医療の提供場面で実践していること（複数回答可） 

 

  

53.8%

76.9%

46.2%

23.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅医療未実施

在宅医療実施

＜在宅医療 実施別＞

知っている 知らない
知っている, 

65.4%

知らない, 

34.6%

ACP認知度

56.2%

91.3%

43.8%

8.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

一般診療所

在支診・在支病

＜在宅医療実施 在支診（病）・一般診療所別＞

知っている 知らない

・７割弱の医療機関が ACP について知っていると回答。 

・在宅医療の実施別でみると、未実施の医療機関より在宅医療を実施している医療機関の方が

知っている割合が高かった。 

・また、在宅医療を実施している医療機関でも、一般診療所については、在支診・在支病と比べ

て ACP の認知度が低く、半数程度の認知度であった。 

5

10

11

15

16

3

8
3

3

2

3

7
1

22
2

5

5

7

0 10 20 30 40

未記入

その他

実施したことはない

代理意思決定者の選定に関する支援

本人の大切にしていることやACPに関する本人の思い等の…

本人、家族、医療介護従事者等での話し合いの場の設定

具体的な病状や治療の見通しに関する相談支援

在支診・在支病

一般診療所

在宅医療未実施医療機関

在宅医療実施医療機関 

ｎ＝78 

・在宅医療を実施していない医療機関も含め、「具体的な病状や治療の見通しに関する相談支援」
や「本人、家族、医療介護従事者等での話合いの場の設定」等を実施している医療機関が多かっ
た。 

・また在宅医療を実施している在支診・在支病と一般診療所を比較すると、在支診・在支病の方が
多く ACP について実践し、一般診療所は「実施したことがない」と回答している割合が高くな
っている。 

・在宅医療を実施している医療機関でも２割弱が「実施したことがない」と回答。 
・在宅医療未実施の医療機関においては、一部「具体的な病状や治療の見通しに関する相談支援」
等について対応しているものの、ほとんどが「実施したことがない」と回答している。 

16.7％（78 医療機関中） 



13 

 

（５）対応可能な処置 

 

 

 

訪問診療で対応可能な処置について 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考：平成 27 年度 調査結果＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・訪問診療で対応可能な処置について「可能」の割合が多いのは、在宅酸素療法の 66.6％、

インスリン指導自己注射管理・指導の 64.7％、点滴・静脈注射の 59.2％であった。 

・前回の調査において、訪問診療で対応可能な処置について「可能」の割合が多いのは、在宅

酸素療法の 48.0％、インスリン指導自己注射管理・指導の 44.0％、点滴・静脈注射の 36.0％

であった。

29.0%

25.0%

19.0%

29.0%

48.0%

17.0%

19.0%

13.0%

36.0%

27.0%

22.0%

31.0%

30.0%

44.0%

8.0%

11.0%

16.0%

20.0%

16.0%

14.0%

14.0%

17.0%

20.0%

26.0%

18.0%

25.0%

18.0%

18.0%

12.0%

19.0%

51.0%

50.0%

52.0%

46.0%

29.0%

60.0%

55.0%

57.0%

29.0%

46.0%

44.0%

42.0%

43.0%

34.0%

63.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

10.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

9.0%

10.0%

10.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経管栄養（胃ろう）

経管栄養（経鼻胃管）の管理

中心静脈栄養の管理

膀胱留置カテーテル

在宅酸素療法

人口呼吸器の管理

気管カニューレの管理

ストーマの管理

点滴・静脈注射（在宅）

皮下植込み型ポートからの薬剤注入

喀痰吸引

麻薬を用いた疼痛管理

褥瘡処置

インスリン自己注射管理・指導

腹水穿刺

管理可能 要相談 不可 無回答

在宅酸素療法

(n=100)

（ｎ＝54） 

14.8%

48.1%

33.3%

44.4%

59.2％

64.7％

42.5％

35.1％

25.9%

66.6％

46.3%

42.6%

35.2%

44.4%

50.0%

27.8%

20.4%

35.2%

25.9%

20.4%

16.7%

20.4%

27.8%

29.6%

11.1%

22.2%

24.1%

22.2%

24.1%

18.5%

48.1%

20.4%

22.2%

20.4%

11.1%

9.3%

27.8%

27.8%

35.2%

13.0%

22.2%

24.1%

33.3%

22.2%

22.2%

9.3%

11.1%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

9.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

腹水穿刺

麻薬を用いた疼痛管理

喀痰吸引

皮下植込み型ポートから薬剤注入

点滴・静脈注射

インスリン指導自己注射管理・指導

ストーマ

気管カニューレ

人工呼吸器

在宅酸素療法

褥瘡処置

膀胱留置カテーテル

中心静脈栄養

経管栄養（経鼻胃管）

経管栄養（胃ろう）

可 要相談 不可 不明

※吹田年輪サポートなびより、訪問診療で対応可能な処置について抽出したデータから

在宅療支援診療所・病院 54 医療機関を抜粋し作成（令和５年１月 10 時点） 



14 

 

４ 関係機関との連携について 

 

病院との連携において課題と感じていること（複数回答可） 

 

 
・在宅医療を実施している医療機関の半数以上が、「急変時の入院受入」について課題を感じ

ている。また、次いで、「入退院時の情報共有」「病院職員の在宅医療への理解」等が課題で

あると感じている医療機関が多い。 

 

ケアマネジャーとの連携において課題と感じていること（複数回答可）  

 

 
 

・39 医療機関中、５割の医療機関が「日頃からの情報提供のあり方」や「医療的なアセスメ

ントに関する連携」について課題と感じている。 

 

 

 

 

 

1

1

8

5

7

9

12

1

1

1

3

7

5

3

9

0 5 10 15 20 25

その他

課題なし

ICTの活用

レスパイト入院の受入

日頃からの関係作り

病院職員の在宅医療への理解

入退院時の情報共有

急変時の入院の受入

在支診・在支病 一般診療所

1

1

6

12

14

2

2

2

6

5

0 5 10 15 20

未記入

課題なし

在宅医療への理解

医療的なアセスメントに関する連携

日頃の情報提供のあり方

在支診・在支病 一般診療所

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

21（53.8％） 

19（48.7％） 
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在宅医療・介護連携における ICT の活用について 

 

 

 

 

 

＜活用している ICT ツール＞ 

LINE MCS（３）、LINE（２）、LINE Face Time、セコム医療システム  

Medical Care Station、チームカルテ   

 

・ICT を活用している医療機関は 2 割程度で、８割が 

活用していない状況であった。 

活用している医療機関は、すべて在支診等であった。 

 

５ 今後の課題や対策 

（１）在宅医療を提供する医師の負担軽減策のために必要なこと（複数回答可） 

 

 

 
＜その他内訳＞ 
・病院の受入体制 

・ICT の導入とスキルアップ 

 

 

・在宅医療を提供する医師への負担軽減策として、「訪問看護との連携体制」が必要と感じて

いる医療機関が最も多かった。また、「複数の医師による相互協力体制」や「診療所医師と

在宅専門医との連携・引継ぎ」など、医師同士の相談連携体制が必要と感じている医療機

関が多かった。 

 

 

 

1

2

1

3

8

11

14

1

3

5

4

11

0 5 10 15 20 25 30

未記入

その他

課題なし

在宅医療の経験豊富な医師からの助言・相談体制

診療所医師と在宅専門医との連携・引継ぎ体制

複数の医師によるグループ診療等の相互協力体制

訪問看護との連携体制

在支診・在支病 一般診療所

課題内容 医療機関数 
(内訳) 
在支診等 

(内訳) 

一般診 

活用している ９（23.1％） ９ ０ 

活用していないが関心がある 7（17.9％） ５ ２ 

活用していない 23（59.0％） ９ 14 

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 

活用している

23.1%

活用していないが、

関心がある

17.9%

活用していない

59.0%

ｎ＝39（在宅医療を実施している医療機関） 
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（２）在宅医療を提供するうえでの課題（複数回答可）  

在宅医療を実施している医療機関が感じる在宅医療を提供するうえでの課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
・在宅医療を実施している医療機関が感じる在宅医療を提供するうえでの課題について、最

も多かったのは「急変時の入院先の確保」であった。次いで、「24 時間 365 日体制の確保」
「在宅医療に従事する医師の確保」の回答が多かった。 

・一般診療所では、「専門外の医療行為や疾病への対応」を課題とする回答が多い傾向にあっ
た。 

 

上記課題を解決するために必要なこと（自由記載） 

 

 

 

 

 

 

 

・課題を解決するために必要なこととして「医療介護従事者の確保と待遇の改善」や「診療

報酬・介護報酬上の評価」を挙げている医療機関が複数あった。 

 

在宅医療を実施していない医療機関が感じる在宅医療に関する各診療所における課題 

 

・外来医療と在宅医療の両立が不可能な体制（３） 
・人材不足 
・医師の高齢化 

＜関係機関との連携強化に関すること＞ 
・受入病院の協力体制 
・訪問看護師との連携強化 
・スムーズな往診専門医との引継ぎ 
・日頃からの関係機関との連携体制 

（在宅医療を実施している医療機関ｎ＝39） 

5

5

7

9

7

13

11

16

1

2

3

4

4

8

4

7

11

0 10 20 30

その他

看取りや急変時対応における知識や技術の向上

市民への在宅医療の仕組みや対応可能な支援等に関する普及啓発

在宅医療を支える在宅介護サービス体制

在宅医療への診療報酬上の評価

専門外の医療行為や疾患に対する対応

在宅医療に従事する医師の確保

24時間365日体制の確保

急変時の入院先の確保

在支診・在支病 一般診療所

（在宅医療を実施している医療機関ｎ＝39） 

（在宅医療を実施していない医療機関ｎ＝39） 

＜診療・介護報酬に関すること＞ 
・診療報酬、介護報酬上の評価（４） 
・内科以外の診療科への支援 

＜人材確保・教育に関すること＞ 
・医療介護従事者の確保と待遇の改善（６） 
・看取りまで見据えた研修の実施（２） 
・大学（病院）における在宅医療の教育 
・精神訪問診療の必要性の啓発 

＜その他＞ 
・ホームドクター制度の導入 
・新型コロナウイルス感染症の影響に 
よる業務の負担 
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６ まとめ 

（１）在宅医療への対応状況 
・在宅医療をはじめたきっかけについて、一般診療所では「かかりつけ医として診ていた患

者・家族から要望があったから」が多く、在支診等では「在宅のニーズが高まっているか

ら」「在宅医療の分野に魅力を感じたから」が一番多かった。 

・在宅医療を実施していない理由について「外来医療が手一杯である」と回答した医療機関

が多く、次いで「夜間・休日の対応に不安があるため」であった。 

・在宅医療を実施していない 39 医療機関中約９割が「今後も対応する予定がない」と回答。 

 
（２）在宅医療の提供体制 
・在宅医療を実施していると回答した 39 施設のうち約８割が常勤医師１人で在宅医療を担

っている。一般診療所においては、ほとんどが常勤医師１人で在宅医療を実施している状

況である。 

 

（３）在宅医療の実施状況 

・過去１年間の訪問診療の実績において、在支診等では 500 件以上が最も多い。一般診療所

での訪問診療の実績は年１～49 件が最も多く、往診の実績では年 10 件未満が最も多い。 

・訪問診療における 1 か月間に対応可能な最大在宅患者実数において、在支診等では、50～

100 人以上が最も多く、一般診療所では１～５人が最も多い。 

・往診の対応状況、緊急時の連絡体制について、一般診療所では診療時間内に対応を行って

いる。 

・在宅での看取りの対応が可能と回答した医療機関は約６割であり、在支診等が中心に対応

を行っている。一般診療所では看取りの対応を行っているところは少なく、対応できない

理由として「対応する時間が確保できない」が最も多い。 

・約７割の医療機関が ACP を知っているが、知らない医療機関が約３割あった。特に在宅医

療を実施していない医療機関での認知度が低い。 

・ACP の実施内容について「具体的な病状や治療の見通しに関する相談支援」が一番多い一

方、在宅医療を実施している医療機関でも２割弱が「実施したことがない」と回答。 

 

（４）関係機関との連携について 
・病院との連携における課題について「急変時の入院の受入」との回答が一番多く、次に「入

退院時の情報」であった。 

・ケアマネジャーとの連携における課題について「日頃の情報提供のあり方」との回答が一

番多く、次いで「医療的なアセスメントに関する連携」であった。 

・ICT を活用していない医療機関が８割弱と多い。 

 

（５）今後の課題や対策 
・医師の負担軽減策として必要と感じることは「訪問看護との連携体制」が一番多く、次に

「複数の医師によるグループ診療等の相互協力体制」「診療所医師と在宅医師との連携・引

継ぎ体制」の順に多かった。 

・在宅医療を提供するうえでの課題として、「急変時の受入体制」と回答した医療機関が一番

多く、次に「24 時間 365 日体制の確保」「在宅医療に従事する医師の確保」の順に多い。

一般診療所においては、「専門外の医療行為や疾患対する対応」を回答する医療機関も多か

った。 

・課題を解決するために必要なことでは、「医療従事者の確保と待遇の改善」「診療報酬、介

護報酬上の評価」「看取りを見据えた研修の実施」などが挙がっていた。また、関係機関と

の連携強化に関する内容についても挙がっている。 
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７ 結果を踏まえた今後の方向性 

（１）在宅医療提供体制 
今後更なる在宅医療への需要拡大が見込まれるなか、在支診等の医療機関では在宅医療の

魅力やニーズをきっかけに在宅医療に取り組んでいる。一般診療所では患者・家族からの状

況や要望をきかっけに在宅医療を始めた医師が多く、実際の現状から在宅医療の必要性を伝

えることが在宅医療への参入のきっかけとなることが考えられる。 

一方「急変時の受入体制」「24 時間 365 日体制の確保」「在宅医療に従事する医師の確保」

などといった課題を感じている医療機関が多い。今後、安定的に在宅医療を提供するために、

在宅医療に従事する医師の確保、医療関係者との連携協力体制など医師の負担軽減策を講じ

る必要がある。 

 在宅医療を提供していない医療機関では、その理由に「外来医療で手一杯であること」な

どを挙げているが、在宅医療を提供している一般診療所においては、常勤医 1 人体制で対応

している診療所も多い。各医療機関が、可能な範囲で在宅医療に取り組んでいただけるよう、

在宅医療に関する具体的なイメージを伝える等して、まずかかりつけ患者から限定し、在宅

医療を提供いただけるような働きかけが必要と考えられる。 

 

 
（２）在宅医療を支える連携協力体制について 
在宅医療を支える病院との連携体制における課題には、「急変時の入院の受入」が多く挙が

っていた。急変時の入院受入を取り巻く現状を把握しながら、病院による受入体制や受け入

れる際のルールづくり等の検討が必要であると考える。 

また、緊急時の連絡を受ける体制について、訪問看護との共同により 24 時間 365 日の体

制を維持している医療機関も多い。安定した在宅医療を提供するうえで、各医療機関が訪問

看護の役割や連携方法を理解し、協力連携体制が構築できるよう検討する必要がある。 

今回の調査では、一般診療所において在宅医療を提供するうえで「専門外の医療行為や疾

患に対する対応」についてと回答する医療機関も多かった。専門医との相談支援体制など医

師間同士の連携を深めることも在宅医療推進のために重要である。 

このように病院・診療所・関係職種との顔の見える関係づくりが在宅医療を支えるうえで

の肝となってくる。 

 

 

（３）看取りや ACP について 
 今後、看取りへの需要増大が見込まれるなか、多くの一般診療所では「対応する時間が確

保できない」ことを理由に行われていない状況にある。まずは、看取りへの対応の実際につ

いての理解促進に向けた取組が必要と考えられる。 

 また、ACP においても在宅医療を提供している医療機関での認知度は約７割であったが、

実施したことがない医療機関も一定数存在する。各医療機関が ACP の重要性の理解を深め、

スキルアップできる取組が必要である。 

 
 
 
 
 


